
オランダにおいて大麻は今なお規制物質である。かつ、個人使用のための製造及び所持は軽犯罪であり、罰金を科せられ得る。コー
ヒーショップも、法に照らし合わせれば違法である 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%81%AE%E8%96%AC%E7%89%A9
%E6%94%BF%E7%AD%96 
↓ 
【反論】 
実際には機能していない。事実上、容認している 
↓ 
【再反論】 
それは取り締まりが困難だという判断で管理下に置くことを目指した結果。 
運用の問題であって、制限されていることは事実。 
現在も運用の在り方には完全違法化も含めて議論がなされている。 
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